
昭
和
五
十
一
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五
月
二
十
八
日
受
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（
質
問
の 

三
〇
） 

答

弁

第

三

〇

号 

   

衆
議
院
議
員
土
橋
一
吉
君
提
出
野
菜
等
農
作
物
の
鳥
獣
被
害
の
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を

送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
七
七
第
三
〇
号 

昭
和
五
十
一
年
五
月
二
十
八
日 

衆

議

院

議

長 
前 
尾 

繁 

三 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

三 

木 

武 

夫 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
土
橋
一
吉
君
提
出
野
菜
等
農
作
物
の
鳥
獣
被
害
の
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答 

弁
書 

一
及
び
三
に
つ
い
て 

(一 ) 

鳥
類
に
よ
る
農
作
物
被
害
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
九
年
度
に
都
道
府
県
の
協
力
を
得
て
農
林
省

が
調
査
し
た
結
果
に
よ
る
と
全
国
で
被
害
面
積
は
二
十
一
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
被
害
金
額
は
七
十
二
億
円
と
な

つ
て
い
る
。 

鳥
獣
に
よ
る
被
害
の
う
ち
野
そ
に
よ
る
農
作
物
被
害
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
年
度
に
お
け
る
都

道
府
県
の
被
害
報
告
に
よ
る
と
二
十
四
都
県
で
果
樹
、
野
菜
、
稲
等
に
つ
い
て
の
被
害
金
額
は
、
三
十
九
億

円
と
な
つ
て
い
る
。 

同
年
度
に
お
け
る
イ
ノ
シ
シ
、
ノ
ウ
サ
ギ
、
シ
カ
等
に
よ
る
被
害
の
実
態
に
つ
い
て
は
現
在
都
道
府
県
に 



(二 ) 

有
害
鳥
獣
に
よ
る
も
の
を
含
め
病
害
虫
に
よ
る
農
作
物
被
害
の
防
止
の
た
め
都
道
府
県
が
設
置
し
て
い
る

病
害
虫
防
除
所
（
全
国
百
八
十
四
か
所
）
に
対
し
、
そ
の
職
員
設
置
費
に
つ
い
て
補
助
し
て
い
る
（
五
十
一
年

度
予
算
額
四
億
三
千
四
百
万
円
）
ほ
か
、
野
そ
に
つ
い
て
は
、
発
生
予
察
事
業
の
実
施
に
つ
き
助
成
し
て
お

り
（
五
十
一
年
度
予
算
額
六
百
万
円
）
、
更
に
昭
和
五
十
年
度
か
ら
「
野
そ
広
域
防
除
パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業
」
を
実

施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
五
十
一
年
度
予
算
額
一
千
二
百
万
円
）
。 

ま
た
、
昭
和
五
十
一
年
度
か
ら
は
、
農
業
改
良
資
金
の
技
術
導
入
資
金
に
新
た
に
「
果
実
等
防
鳥
防
蛾
技

術
導
入
資
金
」
を
追
加
し
、
防
鳥
網
の
設
置
に
要
す
る
資
金
を
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
し
た
（
五
十
一
年
度
貸
付
枠
百
五
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
分
一
億
六
千
百
万
円
）
。 

そ
の
調
査
を
依
頼
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

な
お
、
当
面
、
防
鳥
網
の
購
入
に
つ
い
て
の
補
助
を
行
う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
が
、
有
効
適
切
な
鳥
獣

害
防
止
対
策
に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
調
査
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 

四 

 



 

五 

二
に
つ
い
て 

(一 ) 

露
地
栽
培
の
野
菜
類
は
、
そ
の
品
目
及
び
作
付
様
式
が
多
種
に
わ
た
つ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
作
付
面
積
及

び
収
穫
量
が
一
定
せ
ず
、
価
格
変
動
が
著
し
い
た
め
、
引
受
、
料
率
、
損
害
評
価
等
に
つ
き
保
険
技
術
上

種
々
問
題
が
あ
る
の
で
、
一
般
的
に
対
象
と
し
て
共
済
制
度
を
仕
組
む
こ
と
は
当
面
困
難
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
。 

(二 ) 

し
か
し
な
が
ら
施
設
内
の
野
菜
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
九
年
度
か
ら
試
験
実
施
に
入
つ
た
園
芸
施
設
共

済
事
業
に
関
連
し
て
昭
和
五
十
年
度
主
要
県
に
委
託
し
て
被
害
関
係
、
栽
培
状
況
等
の
基
本
的
な
調
査
に
着

手
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




